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財団法人広島県勤労者福祉推進協会 

１．設立趣意書 

 我が国経済は著しい成長を遂げ、国際的には経済大国として自負できる地位を築

いています。 

 これは長期に亘り、国民一人一人が総力をあげて努力を重ねた結果であり、技術

的な進歩は勿論、勤労者の旺盛な勤労意欲の賜物であると思います。しかし、国際

的経済のアンバランスから円高による産業構造の変化や、雇用不安も惹起しつつあ

ります。 

 一方、社会的には急速な高齢化時代を迎え、国や地方において新たな対応が必要

とされることは勿論、個人的にも生涯設計の確立を期待しなければなりません。 

 このような情勢の中で、豊かでゆとりのある勤労者生活の実現を計るため、総合

的かつ効果的な福祉対策事業を行う必要があると考えています。特に勤労者の資質

向上のための自己啓発を促進する機会および健全な精神や体位向上を図るための

対策をはじめ、又、福祉国家実現の根源となる青少年教育の充実にも寄与すること

とし、ここに財団法人広島県勤労者福祉推進協会を設立し、広島県下勤労者の福祉

向上増進に役立てたいと思います。 

 

２．協会の沿革 

(1) 平成元年 4 月 1 日 

広島市南区金屋町1番17号に財団法人広島県勤労者福祉推進協会として

民法第 34 条の規定に基づいて、広島県知事の設立許可を受けて発足した。 

(2) 平成 2 年 4 月 1 日 

寄附行為及び業務方法書の一部改訂により、監事の増員・副理事長の設

置、共済掛金の引下げ等を実施した。 

寄附行為    監事 2 名       ⇒ 3 名 

     理事長、常務理事 ⇒理事長、副理事長、常務理事 

業務方法書  共済契約１口についての掛金 年 80 円⇒年 70 円 

(3) 平成 3 年 10 月 1 日 

業務方法書の一部改訂により、共済契約口数の最高限度額の引上げで、保

障の充実を図った。 

家屋 225 口 ⇒ 300 口 

家財 100 口 ⇒ 150 口 

(4) 平成 10 年 4 月１日 

総合共済事業の県知事承認により、寄附行為の一部変更、業務方法書を火

災共済事業規則に変更及び団体建物共済規則を包含並びに総合共済事業規

則を新設した。 

(5) 平成 26 年 1 月 31 日 

保険業法改正に伴い、特定保険業の認可を受けた。 

(6) 平成 26 年 3 月 19 日 

公益法人制度改革関連３法に伴い、「一般財団法人広島県勤労者福祉推進協

会」として移行認可を受けた。 

(7) 平成 26 年 4 月 1 日 

「財団法人広島県勤労者福祉推進協会」を名称変更し、移行したことによ

り「一般財団法人広島県勤労者福祉推進協会」を設立   登記 
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この協会は、勤労者の生涯を通じた生活の安定、福利・厚生に関する総合的な福

祉対策事業を効果的に行い、勤労者の福祉の増進に寄与するため、下記の事業を行

います。

実施事業（公益事業）

（１） 勤労者の子弟に対する奨学金の貸与事業

（２） 勤 労 者 の 福 祉 向 上 に 関 す る 講 演 会 事 業

（３） 勤労者の福祉向上に関する調査研究事業

その他事業

（１） 相 互 救 済 に 関 す る 事 業

① 福 利 ・ 厚 生

② 研 修 会 の 開 催

③ その他、目的を達成するために必要な活動

一般財団法人広島県勤労者福祉推進協会

相互救済事業

火災共済
総合共済

福利厚生

研修会

その他事業

奨学金貸与事業

講演会事業 調査研究事業
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                                     2025 年 6 月 1 日 

 

は   じ   め   に 

 

この事業報告書は、一般財団法人広島県勤労者福祉推進協会の 2024 年度の事業期（2024 年 4 月 1 日

～2025 年 3 月 31 日）における事業の推進結果について纏めたものです。 

 

2024 年度については、30 年ぶりとなる郵便料金の値上げや令和の米騒動と呼ばれた米不足に加え、為

替の円安や原材料費・物流費・人件費の高騰により多くの商品が値上がりし、私たちの家計を直撃しました。

近年、物価の上昇に賃金の伸びが追いついていない状況が続いており、実質賃金は 3 年連続のマイナスとな

りました。 

また、2024 年 1 月 1 日の能登半島地震は、石川県能登地方を中心に非常に大きな被害をもたらしました

が、多くの方が犠牲となり、今もなお被災された多くの人たちが厳しい暮らしを余儀なくされており、多重

複合災害化への対応が重要課題として浮上しました。その後も各地で自然災害が多発し、8 月 8 日の日向灘

を震源とする地震発生後には、「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）」が初めて発表され、避難場所・

経路の再確認や防災対策の実施など、自然災害への備えの必要性・重要性を再認識させられました。 

なお、台風・豪雨・大雪・地震・落雷などの自然災害の後には、火災保険に関するトラブルが増加傾向に

あり、修理施工業者から高額な成功報酬を請求されたといった保険金詐欺と疑われる事象も発生しています。

火災共済保険の加入者から協会へのお問い合わせも急増していますので、トラブルに巻き込まれないように

細心の注意を払う必要があります。 

 

そのような中、協会においては、因島支所の閉鎖（東部支所への統合）や総合共済金給付方法の変更、契

約保養所利用補助の運用一部見直しを含めた組織・財政・業務の見直しを行うとともに、事業マニュアル（ダ

イジェスト版）の刷新やホームページのリニューアルに取り組むなど、期首計画に基づいた活動を着実に展

開することができました。 

また、福利厚生の一環として実施している行事補助や契約保養所利用補助については、団体や加入者の利

用が低位な状況にあり、コロナ前の水準には戻らず、昨年度並みの補助金交付となりました。 

 

一方、経営面においては、実施事業の奨学貸与金戻り収入が順調に推移していることに加え、皆さまの火

災予防や防災・減災への取り組みにより比較的穏やかな１年となり火災共済金給付も予算内で推移し、協会

全体として安定した収支となりました。 

 

2025 年度については、公益法人法改正への対応や災害対策・BCP（事業継続）対策の検討加速、更には

火災共済団体扱いの見直しや業務デジタル化の推進に取り組み、業務・財政の改善も含めた効率的かつ効果

的な事業運営に努めます。 

また、火災共済の加入口数減少に少しでも歯止めをかけるべく、理事・評議員の協力も得ながら加入促進

活動を強力に推進するとともに、加入団体との連携を更に強化し事業の維持・発展に努めますので、尚一層

のご理解とご協力をお願いします。 

この協会は、勤労者の生涯を通じた生活の安定、福利・厚生に関する総合的な福

祉対策事業を効果的に行い、勤労者の福祉の増進に寄与するため、下記の事業を行

います。

実施事業（公益事業）

（１） 勤労者の子弟に対する奨学金の貸与事業

（２） 勤 労 者 の 福 祉 向 上 に 関 す る 講 演 会 事 業

（３） 勤労者の福祉向上に関する調査研究事業

その他事業

（１） 相 互 救 済 に 関 す る 事 業

① 福 利 ・ 厚 生

② 研 修 会 の 開 催

③ その他、目的を達成するために必要な活動
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2024 年度 各事業の推進結果

【奨学金貸与事業】

奨学金貸与事業の新規貸与は全て完了し、貸与期間が終了した返済者（193 名）から月々の割賦返済を

受けました。

[2024 年度中の返済内訳表] 

貸与開始年度 返済者数(名) 返済金額(円) 

2007 年度 1 180,000

2010 年度 3 540,000

2011 年度 3 540,000

2012 年度 21 2,475,000

2013 年度 21 4,005,000

2014 年度 22 3,960,000

2015 年度 25 4,350,000

2016 年度 27 5,610,000

2017 年度 14 2,700,000

2018 年度 28 4,530,000

2019 年度 28 5,130,000

合 計 193 34,020,000

【講演会事業】

2024 年度の講演会は、アルピニストの「野口 健」氏を招請し、「災害を生き抜くために ～日ごろか

らの備えとは～」と題して、2024 年 8 月 4 日（日）に呉市のクレイトンベイホテルで開催しました。

当日は、猛暑に加えて、午後から急激に天候が変わり雷雨となったこともあり、予定していた来場者数

には達しませんでしたが、呉市を中心とする加入団体のご協力を受けて、200 名強の方々にお越しいただ

きました。

講演会では、災害時に被災者は「どういう気持ちでいるのか」「どういうことを望んでいるのか」「どう

すればストレスを解消させてあげられるのか」など被災者への対応の仕方、また、被災にあった時は「支

援者（国、自治体）が来るまでの対策方法」など、アルピニストとしての経験からお話をしていただきま

した。講演会の最後には、来場者の中から抽選で 20 名の方々にサイン入り書籍をプレゼントし、成功裏

に終えることができました。

【福祉向上に関する調査研究事業】

今年度も調査研究テーマを模索することとし検討期間としましたので、特に取り組みはありません。

実 施 事 業
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勤労者のり災による経済負担の軽減を図るとともに、共済事由発生時の相互扶助を目的に２つの共済

事業を行っており、2024 年度の加入および共済金支払い実績は次の通りです。

【火災共済】

（2025.03.31 現在）

加入状況

加入団体 224 団体 前年度比         9 団体減

加入者数 27,405 名 前年度比 1,172 名減

加入口数 3,355,544 口 前年度比   103,093 口減

給付状況
件 数 463 件 前年     460 件

共済金額  67,064,000 円 前年 34,626,500 円

（給付状況内訳）

火災共済金 付加共済金

項 目 件数 金 額（円） 項 目 件数 金 額（円）

全 焼 1 29,000,000 全 壊 0 0 

半 焼 0 0 半 壊 0 0 

一 部 焼 5 7,547,400 一 部 壊 35 4,735,300

消 防 冠 水 0 0 床 上 浸 水 0 0 

落 雷 2 731,900 車両の飛込み 1 187,000

ガ ス 爆 発 0 0 死 亡 弔 慰 金 403 22,409,000

団 体 建 物 0 0 物 置 全 半 焼 0 0 

風 呂 空 焚 き 2 36,500

水 道 管 破 裂 8 495,000

水 漏 れ 損 害 5 1,721,900

失 火 見 舞 金 1 200,000

 0 0 

合 計 8 37,279,300 合 計 455 29,784,700

【総合共済】
（2025.03.31 現在）

加入状況

加入団体 122 団体 前年度比 3 団体減

加入者数 5,550 名 前年度比 123 名減

加入口数 13,318 口 前年度比 353 口減

給付状況
件 数 1,165 件 前年度      971 件

共済金額 14,339,000 円 前年度   11,982,000 円

（給付金内訳）

共済事由 件数 前年同期件数 共済金支払額

死 亡 弔 慰 金 229 166 3,325,000

障 害 見 舞 金 0 0 0

その他事業（相互救済事業）

同居家族死亡
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らの備えとは～」と題して、2024 年 8 月 4 日（日）に呉市のクレイトンベイホテルで開催しました。

当日は、猛暑に加えて、午後から急激に天候が変わり雷雨となったこともあり、予定していた来場者数

には達しませんでしたが、呉市を中心とする加入団体のご協力を受けて、200 名強の方々にお越しいただ

きました。

講演会では、災害時に被災者は「どういう気持ちでいるのか」「どういうことを望んでいるのか」「どう
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した。講演会の最後には、来場者の中から抽選で 20 名の方々にサイン入り書籍をプレゼントし、成功裏

に終えることができました。
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─　4　─ ─　5　─



傷 病 見 舞 金 188 169 3,063,000 

結 婚 祝 金 61 47 1,240,000 

出 産 祝 金 113 83 816,000 

新 入 学 祝 金 130 136 650,000 

成 人 祝 金 28 39 195,000 

退 職 餞 別 金 276 220 3,515,000 

脱 退 餞 別 金 101 82 1,045,000 

銀 婚 祝 金 39 29 490,000 

合   計 1,165 971 14,339,000 

  

 

【【事事業業推推進進研研修修会会】】  

2024 年度については、前年度の事業結果と今年度の事業推進計画に加え、契約保養所利用補助の運

用一部見直しや因島支所の東部支所への統合、諸規則・規程の一部改訂等について説明するとともに、

加入促進に向けたＰＲ・協力要請などを行いました。 

研修会は、９地区で開催し、各地区の理事・評議員をはじめ、191 名の方々にご参加をいただくこと

ができ、大変有意義な研修会になりました。また、一部の地区（広島、竹原・東広島）で懇親会(第 2

部)を開催し、参加者同士の交流を深めることができました。 

 

地地  区区  開開  催催  日日  開開  催催  場場  所所  参参加加者者数数  

広 島 2024 年 7 月  2 日（火） ワークピア広島 45 

呉 2024 年 7 月 4 日（木） 呉市広まちづくりセンター 42 

竹原・東広島 2024 年 7 月  5 日（金） 水軍の郷 14 

三 原 2024 年 6 月 19 日（水） 三原サンシープラザ 27 

府 中 2024 年 6 月 13 日（木） 府中商工会議所 17 

庄 原 2024 年 6 月 26 日（水） ヤマモトロックマシン労組事務所 5 

尾 道 2024 年 6 月 7 日（金） ベイタウン尾道 18 

福 山 2024 年 6 月 14 日（金） 福山労働会館みやび 14 

瀬戸田 2024 年 6 月  4 日（火） 沢クラブ 9 

出席者総数   191 人 ＜実績＞  

 
 

【【福福利利厚厚生生】】  

勤労者の健康と体力維持を目的とした活動や、心身のリフレッシュのための一助としていただくため、

補助制度を設けて申請に対し、補助金を交付しています。 

 

＊＊行行事事にに対対すするる補補助助金金  

各加入団体において行事を実施する場合、事前申請手続きにより加入者規模（内規による）に応じて

補助金を交付しており、その実績は次の通りです。 

 

年度 件数 金額 

2024 年度  38 件 648,000 円 

2023 年度 33 件 543,000 円 
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＊＊契契約約保保養養所所利利用用補補助助金金  

勤労者が保養を目的に協会が保養所利用契約をしている宿泊施設に、利用前にこの協会に所定の手続

きをした上で、勤労者およびその家族が宿泊利用した場合、大人 2,000 円/人、子供 1,000 円/人の利

用補助金を交付しており、その実績は次の通りです。 

 

年度 件数 大人（名） 子供（名） 合計（名） 金額 

2024 年度  81 件 160 2 162 322,000 円 

2023 年度 106 件 207 0 207 414,000 円 

 

 

 

  

 

契約保養所利用補助に関して、限られた予算を効果的に運用するため、保養宿泊補助関係の実施要領を一

部改訂します。 
 

改訂前 改訂後 

  （保養宿泊補助関係） 

第３条 火災共済及び総合共済の加入者並びにその

同居家族が保養を目的にこの法人と契約した保

養所を利用した場合、宿泊利用料を補助する。 

２ 宿泊利用補助は大人（12 歳以上）１人に対

して 2,000 円、子ども（４歳以上 12 歳未満）

１人に対して 1,000 円とする。 

３ 補助対象者は火災共済保険 50 口以上、又は

総合共済３口の加入者とする。 

４ 同一人への補助は年年３３回回をを限限度度とする。たただだ

しし、、火火災災共共済済保保険険 110000 口口未未満満のの加加入入者者のの利利用用

限限度度はは年年１１回回ととすするる。。 

５５ 一一旅旅程程ににつつきき複複数数回回のの補補助助をを認認めめるる。。  

たただだしし、、１１宿宿泊泊ににつつきき１１申申請請ととすするる。。 

６６ 補助対象期間は毎年４月１日から翌年３月

31 日までとする。 

・ 

・ 

 

 

附 則 

この実施要領は、この法人の移行（設立）の登記の

日（平成 26 年４月１日）から施行する。 

 

一部改訂 平成 29 年 5 月 10 日 第 1 回理事会 

実施   平成 30 年 4 月 1 日 

一部改訂 令和 3 年 3 月 25 日 第 5 回理事会 

実施   令和 3 年 4 月 1 日 

（保養宿泊補助関係） 

第３条 火災共済及び総合共済の加入者並びにその

同居家族が保養を目的にこの法人と契約した保

養所を利用した場合、宿泊利用料を補助する。 

２ 宿泊利用補助は大人（12 歳以上）１人に対

して 2,000 円、子ども（４歳以上 12 歳未満）

１人に対して 1,000 円とする。 

３ 補助対象者は火災共済保険 50 口以上、又は

総合共済３口の加入者とする。 

４ 同一人への補助は年年１１回回をを限限度度とする。たただだ

しし、、火火災災共共済済保保険険 110000 口口未未満満のの加加入入者者のの利利用用

限限度度はは年年１１回回ととすするる。。 

５５  一一旅旅程程ににつつきき複複数数回回のの補補助助をを認認めめるる。。  

たただだしし、、１１宿宿泊泊ににつつきき１１申申請請ととすするる。。 

 ５５ 補助対象期間は毎年４月１日から翌年３月

31 日までとする。 

・ 

・ 

  以以下下、、各各項項繰繰りり上上げげ。。  

 

附 則 

この実施要領は、この法人の移行（設立）の登記の

日（平成 26 年４月１日）から施行する。 

 

一部改訂 平成 29 年 5 月 10 日 第 1 回理事会 

実施   平成 30 年 4 月 1 日 

一部改訂 令和 3 年 3 月 25 日 第 5 回理事会 

実施   令和 3 年 4 月 1 日 

一一部部改改訂訂  令令和和 77 年年 33 月月 2255 日日  第第 66 回回理理事事会会  

実実施施      令令和和 77 年年 44 月月 11 日日 

 

諸諸規規則則（（福福利利・・厚厚生生補補助助実実施施要要領領））一一部部改改訂訂ににつついいてて 

 

傷 病 見 舞 金 188 169 3,063,000 

結 婚 祝 金 61 47 1,240,000 

出 産 祝 金 113 83 816,000 

新 入 学 祝 金 130 136 650,000 

成 人 祝 金 28 39 195,000 

退 職 餞 別 金 276 220 3,515,000 

脱 退 餞 別 金 101 82 1,045,000 

銀 婚 祝 金 39 29 490,000 

合   計 1,165 971 14,339,000 

  

 

【【事事業業推推進進研研修修会会】】  

2024 年度については、前年度の事業結果と今年度の事業推進計画に加え、契約保養所利用補助の運

用一部見直しや因島支所の東部支所への統合、諸規則・規程の一部改訂等について説明するとともに、

加入促進に向けたＰＲ・協力要請などを行いました。 

研修会は、９地区で開催し、各地区の理事・評議員をはじめ、191 名の方々にご参加をいただくこと

ができ、大変有意義な研修会になりました。また、一部の地区（広島、竹原・東広島）で懇親会(第 2

部)を開催し、参加者同士の交流を深めることができました。 

 

地地  区区  開開  催催  日日  開開  催催  場場  所所  参参加加者者数数  

広 島 2024 年 7 月  2 日（火） ワークピア広島 45 

呉 2024 年 7 月 4 日（木） 呉市広まちづくりセンター 42 

竹原・東広島 2024 年 7 月  5 日（金） 水軍の郷 14 

三 原 2024 年 6 月 19 日（水） 三原サンシープラザ 27 

府 中 2024 年 6 月 13 日（木） 府中商工会議所 17 

庄 原 2024 年 6 月 26 日（水） ヤマモトロックマシン労組事務所 5 

尾 道 2024 年 6 月 7 日（金） ベイタウン尾道 18 

福 山 2024 年 6 月 14 日（金） 福山労働会館みやび 14 

瀬戸田 2024 年 6 月  4 日（火） 沢クラブ 9 

出席者総数   191 人 ＜実績＞  

 
 

【【福福利利厚厚生生】】  

勤労者の健康と体力維持を目的とした活動や、心身のリフレッシュのための一助としていただくため、

補助制度を設けて申請に対し、補助金を交付しています。 

 

＊＊行行事事にに対対すするる補補助助金金  

各加入団体において行事を実施する場合、事前申請手続きにより加入者規模（内規による）に応じて

補助金を交付しており、その実績は次の通りです。 

 

年度 件数 金額 

2024 年度  38 件 648,000 円 

2023 年度 33 件 543,000 円 
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2024 年 12 月 31 日時点の火災共済の加入実績は合計で 225 団体/338.2 万口ですが、その内、

各支所直轄団体分（13 団体/92.3 万口）を除いた団体は 212 団体/245.9 万口となります。 

また、業務委託料に関する内規には、「火災共済に 3 名以上加入契約した団体（法人）に対し、業務

委託契約を締結することができる」と定められていますが、現在対象である 212 団体の内、加入者 3

名未満が 43 団体、加入者 3 名以上 5 名未満が 31 団体と加入件数・口数の少ない団体が多くあり、業

務が煩雑になるひとつの要因となっています。 

そのような中、協会においては、組織・財政や業務・事業の見直しに取り組んでおり、この度の団体

扱いの見直しにより業務の適正化・効率化を図るとともに、経費の削減にもつなげたいと考えています。 

ついては、火災共済団体扱いの運用を一部見直すとともに、火災共済保険加入に関する協定書の内容

を一部見直し、2025 年 4 月以降、改めて締結することとします。 

 

 

 

  

 

業務委託料の受領書の取り扱いや火災共済団体扱いに関する運用の見直しに伴い、内規を一部改訂します。 
 

改訂前 改訂後 

（支払い方法） 

第 5 条 業務委託料の支払方法は、手手渡渡しし又は口座

振込みとし、受領した団体は、業務委託料を確

認し、受領書に捺印の上、当協会に送付しなけ

ればならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雑  則 

（内規の改廃） 

第第 66 条条 この内規の改廃は、理事会の議決を経なけ

ればならない。 

 

附 則 

 この内規は、この法人の移行（設立）の登記の日

（平成 26 年４月１日）から施行する。 

  

 

 

（支払い方法） 

第 5 条 業務委託料の支払方法は、現現金金支支払払いい又は

口座振込みとし、現現金金をを受領した団体は、業務

委託料を確認し、受領書に捺印の上、当協会に

送付しなければならない。 

 

（（業業務務委委託託契契約約のの解解除除））  

第第 66 条条  団団体体（（法法人人））がが消消滅滅ししたた場場合合はは、、業業務務委委託託

契契約約をを自自動動的的にに解解除除すするる。。  

２２  各各年年 44 月月 11 日日時時点点ににおおいいてて、、火火災災共共済済のの加加

入入者者がが 55 名名未未満満ととななっったた団団体体（（法法人人））ににつついいてて

はは、、11 年年後後にに改改めめてて加加入入状状況況をを確確認認しし、、55 名名未未

満満ででああれればば業業務務委委託託契契約約をを解解除除すするる。。  

 

雑  則 

（内規の改廃） 

第第 77 条条 この内規の改廃は、理事会の議決を経なけ

ればならない。 

 

附 則 

 この内規は、この法人の移行（設立）の登記の日

（平成 26 年４月１日）から施行する。 

  

一一部部改改訂訂  令令和和 77 年年 33 月月 2255 日日  第第 66 回回理理事事会会  

実実施施      令令和和 77 年年 44 月月 11 日日よよりり 

 

火火災災共共済済団団体体扱扱いいにに関関すするる運運用用見見直直ししににつついいてて 

業業務務委委託託料料支支払払いいにに関関すするる内内規規一一部部改改訂訂ににつついいてて 
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2024 年度財務報告 
 

勤労者協会は、一般財団法人移行を契機として、実施事業会計（従来からの継続した事業である奨学

金貸与事業・講演会事業・調査研究事業）とその他事業会計（火災共済会計・総合共済会計）、および

法人会計（法人会計・設立記念事業会計）の５つの会計に区分経理し、該当するそれぞれの会計にて収

支の計上をしています。 

2024 年度の財務状況は次の通りです。 

 

「「貸貸借借対対照照表表内内訳訳表表」」  

（（１１））実実施施事事業業会会計計  

資産の部については、流動資産合計が 38,004,817 円、固定資産のうち奨学金の貸与総額が

93,195,000 円となり、資産合計は 131,199,817 円となりました。 

負債の部では、固定負債がないことから流動負債のみの 6,000,000 円となり、負債および正味財

産合計は 131,199,817 円となりました。 

  

（（２２））そそのの他他事事業業会会計計（（火火災災共共済済事事業業））  

資産の部については、流動資産合計が 548,553,614 円、固定資産のうち異常危険準備積立預金

が 1,049,153,924 円、システム維持管理預金が 16,400,000 円となり、その他固定資産を含め

た資産合計は 1,614,355,038 円となりました。 

負債の部では、流動負債と異常危険準備金、システム維持管理引当金等の固定負債を含めた負債合

計が 1,201,839,424 円となり、負債および正味財産合計は 1,614,355,038 円となりました。 

  

（（３３））そそのの他他事事業業会会計計（（総総合合共共済済事事業業））  

資産の部については、流動資産合計が 13,327,347 円、固定資産のうち異常危険準備積立預金が

26,824,526 円となり、資産合計は 40,151,873 円となりました。 

負債の部では、流動負債と固定負債の合計が 30,301,040 円となり、負債および正味財産合計は

40,151,873 円となりました。 

  

（（４４））法法人人会会計計（（法法人人会会計計））  

資産の部については、流動資産合計が 8,379,984 円、固定資産のうち基本財産引当預金が

30,000,000 円、退職慰労引当預金が 3,001,600 円、退職給付引当預金が 626,610 円となり、

その他固定資産を含めた資産合計は 55,126,194 円となりました。 

負債の部では、流動負債がないことから固定負債のみの 3,628,210 円となりました。 

正味財産の部では、指定正味財産が 30,000,000 円、一般正味財産が 21,497,984 円となり、

負債および正味財産合計は 55,126,194 円となりました。 

  

（（５５））法法人人会会計計（（設設立立記記念念事事業業））  

資産の部については、流動資産のみで合計 8,931,285 円となり、負債の部が 0 円のため、負債

および正味財産合計は 8,931,285 円となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 年 12 月 31 日時点の火災共済の加入実績は合計で 225 団体/338.2 万口ですが、その内、

各支所直轄団体分（13 団体/92.3 万口）を除いた団体は 212 団体/245.9 万口となります。 

また、業務委託料に関する内規には、「火災共済に 3 名以上加入契約した団体（法人）に対し、業務

委託契約を締結することができる」と定められていますが、現在対象である 212 団体の内、加入者 3

名未満が 43 団体、加入者 3 名以上 5 名未満が 31 団体と加入件数・口数の少ない団体が多くあり、業

務が煩雑になるひとつの要因となっています。 

そのような中、協会においては、組織・財政や業務・事業の見直しに取り組んでおり、この度の団体

扱いの見直しにより業務の適正化・効率化を図るとともに、経費の削減にもつなげたいと考えています。 

ついては、火災共済団体扱いの運用を一部見直すとともに、火災共済保険加入に関する協定書の内容

を一部見直し、2025 年 4 月以降、改めて締結することとします。 

 

 

 

  

 

業務委託料の受領書の取り扱いや火災共済団体扱いに関する運用の見直しに伴い、内規を一部改訂します。 
 

改訂前 改訂後 

（支払い方法） 

第 5 条 業務委託料の支払方法は、手手渡渡しし又は口座

振込みとし、受領した団体は、業務委託料を確

認し、受領書に捺印の上、当協会に送付しなけ

ればならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雑  則 

（内規の改廃） 

第第 66 条条 この内規の改廃は、理事会の議決を経なけ

ればならない。 

 

附 則 

 この内規は、この法人の移行（設立）の登記の日

（平成 26 年４月１日）から施行する。 

  

 

 

（支払い方法） 

第 5 条 業務委託料の支払方法は、現現金金支支払払いい又は

口座振込みとし、現現金金をを受領した団体は、業務

委託料を確認し、受領書に捺印の上、当協会に

送付しなければならない。 

 

（（業業務務委委託託契契約約のの解解除除））  

第第 66 条条  団団体体（（法法人人））がが消消滅滅ししたた場場合合はは、、業業務務委委託託

契契約約をを自自動動的的にに解解除除すするる。。  

２２  各各年年 44 月月 11 日日時時点点ににおおいいてて、、火火災災共共済済のの加加

入入者者がが 55 名名未未満満ととななっったた団団体体（（法法人人））ににつついいてて

はは、、11 年年後後にに改改めめてて加加入入状状況況をを確確認認しし、、55 名名未未

満満ででああれればば業業務務委委託託契契約約をを解解除除すするる。。  

 

雑  則 

（内規の改廃） 

第第 77 条条 この内規の改廃は、理事会の議決を経なけ

ればならない。 

 

附 則 

 この内規は、この法人の移行（設立）の登記の日

（平成 26 年４月１日）から施行する。 

  

一一部部改改訂訂  令令和和 77 年年 33 月月 2255 日日  第第 66 回回理理事事会会  

実実施施      令令和和 77 年年 44 月月 11 日日よよりり 

 

火火災災共共済済団団体体扱扱いいにに関関すするる運運用用見見直直ししににつついいてて 

業業務務委委託託料料支支払払いいにに関関すするる内内規規一一部部改改訂訂ににつついいてて 
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「「正正味味財財産産増増減減計計算算書書内内訳訳表表」」  

（（１１））実実施施事事業業会会計計  

一般正味財産増減の部では、経常収益が資産運用益の 5,513 円のみとなりました。経常費用は奨

学金事業費が 118,195 円、講演会事業費が 2,724,930 円、事業管理費が 14,530,000 円で、合

計 17,373,125 円となり、当期経常増減額は-17,367,612 円となりました。 

経常外増減の部では、他会計振替（火災共済事業）を 6,000,000 円したことから、当期一般正味

財産増減額は-23,367,612 円となり、一般正味財産期末残高および正味財産期末残高は

125,199,817 円となりました。 

 

（（２２））そそのの他他事事業業会会計計（（火火災災共共済済事事業業））  

一般正味財産増減の部では、共済掛金の 228,149,873 円に運用益を加えた経常収益計は

229,698,214 円となりました。 

経常費用については、火災共済事業費が 101,543,189 円、事業管理費が 103,888,033 円と

なったことから、経常費用計は 205,431,222 円となり、当期経常増減額は 24,266,992 円とな

りました。 

経常外増減の部では、システム維持管理預金繰入額が 2,500,000 円で、当期一般正味財産増減額

は 21,766,992 円となり、一般正味財産期末残高および正味財産期末残高は 412,515,614 円と

なりました。 
 

（（３３））そそのの他他事事業業会会計計（（総総合合共共済済事事業業））  

一般正味財産増減の部では、共済掛金の 16,052,086 円に運用益の 7,367 円を加えた経常収益

計は 16,059,453 円となりました。 

経常費用については、総合共済事業費が 14,635,271 円、事業管理費が 5,562,200 円となった

ことから、経常費用計は 20,197,471 円となり、当期経常増減額は-4,138,018 円となりました。 

経常外増減の部では、当期一般正味財産増減額は-4,138,018 円となり、一般正味財産期末残高

および正味財産期末残高は 9,850,833 円となりました。 
 

（（４４））法法人人会会計計（（法法人人会会計計））  

一般正味財産増減の部では、運用益等の経常収益計が 130,206 円、経常費用の法人管理費が

10,603,303 円となり、当期経常増減額は-10,473,097 円となりました。 

経常外増減の部では、退職慰労引当預金取崩額により経常外収益計が 9,594,300 円となりました。

また、経常外費用は、退職慰労引当預金に 2,885,400 円、退職給付引当預金に 485,200 円を繰

入れたことから、当期の経常外増減額は 6,223,700 円となりました。 

当期一般正味財産増減額は他会計（火災共済事業）から 5,000,000 円の振替を行ったことから、

750,603 円となり、一般正味財産期末残高の 21,497,984 円に指定正味財産の 30,000,000 円

を加えた正味財産期末残高は 51,497,984 円となりました。 

 

（（５５））法法人人会会計計（（設設立立記記念念事事業業））  

一般正味財産増減の部では、資産運用益の 1,187 円のみで経常費用はなかったことから、当期経

常増減額は 1,187 円となりました。 

経常外増減の部では、他会計からの振替（火災共済事業）1,000,000 円を加えた当期一般正味財

産増減額が 7,930,098 円となり、一般正味財産期末残高および正味財産期末残高は 8,931,285

円となりました 

以下、各会計の財務諸表を掲載します。 
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実施事業会計

実施事業 火災共済事業 総合共済事業 法人会計 設立記念事業

38,004,817 546,096,498 13,327,347 8,379,984 2,931,285 608,739,931

0 2,457,116 0 0 6,000,000 8,457,116

38,004,817 548,553,614 13,327,347 8,379,984 8,931,285 617,197,047

0 0 0 30,000,000 0 30,000,000

0 0 0 30,000,000 0 30,000,000

0 1,049,153,924 26,824,526 0 0 1,075,978,450

0 0 0 3,001,600 0 3,001,600

0 0 0 626,610 0 626,610

0 16,400,000 0 0 0 16,400,000

0 1,065,553,924 26,824,526 3,628,210 0 1,096,006,660

0 247,500 0 0 0 247,500

0 0 0 8,100,000 0 8,100,000

93,195,000 0 0 0 0 93,195,000

0 0 0 5,018,000 0 5,018,000

93,195,000 247,500 0 13,118,000 0 106,560,500

93,195,000 1,065,801,424 26,824,526 46,746,210 0 1,232,567,160

131,199,817 1,614,355,038 40,151,873 55,126,194 8,931,285 1,849,764,207

0 20,702,430 0 0 0 20,702,430

6,000,000 150,301 0 0 0 6,150,301

0 657,317 0 0 0 657,317

0 108,781,042 3,476,514 0 0 112,257,556

0 5,994,410 0 0 0 5,994,410

6,000,000 136,285,500 3,476,514 0 0 145,762,014

0 1,049,153,924 26,824,526 0 0 1,075,978,450

0 0 0 3,001,600 0 3,001,600

0 0 0 626,610 0 626,610

0 16,400,000 0 0 0 16,400,000

0 1,065,553,924 26,824,526 3,628,210 0 1,096,006,660

6,000,000 1,201,839,424 30,301,040 3,628,210 0 1,241,768,674

0 0 0 30,000,000 0 30,000,000

0 0 0 30,000,000 0 30,000,000

125,199,817 412,515,614 9,850,833 21,497,984 8,931,285 577,995,533

125,199,817 412,515,614 9,850,833 51,497,984 8,931,285 607,995,533

131,199,817 1,614,355,038 40,151,873 55,126,194 8,931,285 1,849,764,207

貸貸借借対対照照表表内内訳訳表表

2025年 3月31日現在

（単位：円）

科        目
その他事業会計 法人会計

合   計

Ⅰ　資産の部

          現金預金

  １．流動資産

        流動資産合計

          仮払金

    (1) 基本財産

  ２．固定資産

        基本財産合計

          基本財産引当預金

          異常危険準備積立預金

    (2) 特定資産

          退職給付引当預金

          退職慰労引当預金

        特定資産合計

          システム維持管理預金

          什器備品

    (3) その他固定資産

          奨学貸与金

          出資金

        その他固定資産合計

          保証金

        資産合計

        固定資産合計

  １．流動負債

Ⅱ　負債の部

          仮受金

          未払金

          未経過共済掛金

          預り金

        流動負債合計

          賞与給付引当金

          異常危険準備金

  ２．固定負債

          退職給付引当金

          退職慰労引当金

          システム維持管理引当金

Ⅲ　正味財産の部

        負債合計

        指定正味財産合計

  １．指定正味財産

  ２．一般正味財産

        （うち基本財産への充当額）

        負債及び正味財産合計

        正味財産合計

        固定負債合計

 

「「正正味味財財産産増増減減計計算算書書内内訳訳表表」」  

（（１１））実実施施事事業業会会計計  

一般正味財産増減の部では、経常収益が資産運用益の 5,513 円のみとなりました。経常費用は奨

学金事業費が 118,195 円、講演会事業費が 2,724,930 円、事業管理費が 14,530,000 円で、合

計 17,373,125 円となり、当期経常増減額は-17,367,612 円となりました。 

経常外増減の部では、他会計振替（火災共済事業）を 6,000,000 円したことから、当期一般正味

財産増減額は-23,367,612 円となり、一般正味財産期末残高および正味財産期末残高は

125,199,817 円となりました。 

 

（（２２））そそのの他他事事業業会会計計（（火火災災共共済済事事業業））  

一般正味財産増減の部では、共済掛金の 228,149,873 円に運用益を加えた経常収益計は

229,698,214 円となりました。 

経常費用については、火災共済事業費が 101,543,189 円、事業管理費が 103,888,033 円と

なったことから、経常費用計は 205,431,222 円となり、当期経常増減額は 24,266,992 円とな

りました。 

経常外増減の部では、システム維持管理預金繰入額が 2,500,000 円で、当期一般正味財産増減額

は 21,766,992 円となり、一般正味財産期末残高および正味財産期末残高は 412,515,614 円と

なりました。 
 

（（３３））そそのの他他事事業業会会計計（（総総合合共共済済事事業業））  

一般正味財産増減の部では、共済掛金の 16,052,086 円に運用益の 7,367 円を加えた経常収益

計は 16,059,453 円となりました。 

経常費用については、総合共済事業費が 14,635,271 円、事業管理費が 5,562,200 円となった

ことから、経常費用計は 20,197,471 円となり、当期経常増減額は-4,138,018 円となりました。 

経常外増減の部では、当期一般正味財産増減額は-4,138,018 円となり、一般正味財産期末残高

および正味財産期末残高は 9,850,833 円となりました。 
 

（（４４））法法人人会会計計（（法法人人会会計計））  

一般正味財産増減の部では、運用益等の経常収益計が 130,206 円、経常費用の法人管理費が

10,603,303 円となり、当期経常増減額は-10,473,097 円となりました。 

経常外増減の部では、退職慰労引当預金取崩額により経常外収益計が 9,594,300 円となりました。

また、経常外費用は、退職慰労引当預金に 2,885,400 円、退職給付引当預金に 485,200 円を繰

入れたことから、当期の経常外増減額は 6,223,700 円となりました。 

当期一般正味財産増減額は他会計（火災共済事業）から 5,000,000 円の振替を行ったことから、

750,603 円となり、一般正味財産期末残高の 21,497,984 円に指定正味財産の 30,000,000 円

を加えた正味財産期末残高は 51,497,984 円となりました。 

 

（（５５））法法人人会会計計（（設設立立記記念念事事業業））  

一般正味財産増減の部では、資産運用益の 1,187 円のみで経常費用はなかったことから、当期経

常増減額は 1,187 円となりました。 

経常外増減の部では、他会計からの振替（火災共済事業）1,000,000 円を加えた当期一般正味財

産増減額が 7,930,098 円となり、一般正味財産期末残高および正味財産期末残高は 8,931,285

円となりました 

以下、各会計の財務諸表を掲載します。 

 

─　10　─ ─　11　─



実施事業会計

実施事業 火災共済事業 総合共済事業 法人会計 設立記念事業

0 0 0 510 0 510

0 0 0 510 0 510

0 228,149,873 16,052,086 0 0 244,201,959

0 228,149,873 16,052,086 0 0 244,201,959

5,513 83,572 6,907 1,264 1,187 98,443

5,513 83,572 6,907 1,264 1,187 98,443

0 1,464,769 460 128,146 0 1,593,375

0 1,464,769 460 818 0 1,466,047

0 0 0 127,328 0 127,328

0 0 0 286 0 286

0 0 0 286 0 286

5,513 229,698,214 16,059,453 130,206 1,187 245,894,573

2,843,125 101,543,189 14,635,271 0 0 119,021,585

0 101,460,689 0 0 0 101,460,689

0 1,578,247 0 0 0 1,578,247

0 20,127,944 0 0 0 20,127,944

0 2,615,950 0 0 0 2,615,950

0 37,279,300 0 0 0 37,279,300

0 22,409,000 0 0 0 22,409,000

0 7,375,700 0 0 0 7,375,700

0 7,375,700 0 0 0 7,375,700

0 6,379,707 0 0 0 6,379,707

0 2,172,610 0 0 0 2,172,610

118,195 0 0 0 0 118,195

118,195 0 0 0 0 118,195

2,724,930 0 0 0 0 2,724,930

93,720 0 0 0 0 93,720

226,053 0 0 0 0 226,053

2,166,120 0 0 0 0 2,166,120

239,937 0 0 0 0 239,937

0 0 14,635,271 0 0 14,635,271

0 0 3,325,000 0 0 3,325,000

0 0 3,063,000 0 0 3,063,000

0 0 1,240,000 0 0 1,240,000

0 0 816,000 0 0 816,000

0 0 650,000 0 0 650,000

0 0 195,000 0 0 195,000

0 0 3,515,000 0 0 3,515,000

0 0 490,000 0 0 490,000

0 0 1,045,000 0 0 1,045,000

0 0 154,700 0 0 154,700

0 0 48,071 0 0 48,071

0 0 93,500 0 0 93,500

0 82,500 0 0 0 82,500

14,530,000 103,888,033 5,562,200 0 0 123,980,233

3,000,000 17,856,543 3,000,000 0 0 23,856,543

6,500,000 41,581,806 0 0 0 48,081,806

1,400,000 10,343,389 600,000 0 0 12,343,389

        経常収益計

          雑収益

        事業費

          基本財産受取利息

        基本財産運用益

          共済掛金

        共済事業益

          資産運用益

        資産運用益

          特定資産受取利息

        特定資産運用益

        雑収益

          特定資産配当金

    (2) 経常費用

正正味味財財産産増増減減計計算算書書内内訳訳表表
2024年 4月 1日から 2025年 3月31日まで

（単位：円）

科        目
その他事業会計 法人会計

合   計

Ⅰ　一般正味財産増減の部

    (1) 経常収益

  １．経常増減の部

            解約返戻費

          火災共済事業費

            事業広報費

            業務委託費

            死亡弔慰金

            火災共済金

            雑費

            付加共済金

            事業印刷費

            事業拡大対策費

            雑費

          奨学金事業費

            死亡弔慰金

          総合共済事業費

            結婚祝金

            傷病見舞金

            新入学祝金

            出産祝金

            退職者餞別金

            成人祝金

          講演会事業費

            印刷製本費

            賃借料

            講演料

            雑費

            脱退餞別金

            銀婚祝金

            雑費

            解約返戻費

        事業管理費

          給料手当

          役員報酬

          福利厚生費

          什器備品償却費

            事業印刷費

─　12　─



0 4,986,700 0 0 0 4,986,700

0 2,064,253 0 0 0 2,064,253

0 1,097,720 0 0 0 1,097,720

0 3,255,329 200,000 0 0 3,455,329

1,400,000 7,662,433 600,000 0 0 9,662,433

0 1,762,620 250,000 0 0 2,012,620

200,000 1,013,428 110,000 0 0 1,323,428

0 85,800 0 0 0 85,800

0 337,810 0 0 0 337,810

0 1,040,435 0 0 0 1,040,435

1,300,000 7,297,452 500,000 0 0 9,097,452

700,000 3,001,039 300,000 0 0 4,001,039

0 188,400 0 0 0 188,400

0 75,000 0 0 0 75,000

30,000 237,876 2,200 0 0 270,076

0 0 0 10,603,303 0 10,603,303

0 0 0 10,000 0 10,000

0 0 0 20,000 0 20,000

0 0 0 9,594,300 0 9,594,300

0 0 0 386,459 0 386,459

0 0 0 519,024 0 519,024

0 0 0 71,000 0 71,000

0 0 0 2,520 0 2,520

17,373,125 205,431,222 20,197,471 10,603,303 0 253,605,121

-17,367,612 24,266,992 -4,138,018 -10,473,097 1,187 -7,710,548

0 0 0 0 0 0

-17,367,612 24,266,992 -4,138,018 -10,473,097 1,187 -7,710,548

0 0 0 9,594,300 0 9,594,300

0 0 0 0 0 0

0 0 0 9,594,300 0 9,594,300

0 0 0 2,885,400 0 2,885,400

0 0 0 485,200 0 485,200

0 2,500,000 0 0 0 2,500,000

0 2,500,000 0 3,370,600 0 5,870,600

0 -2,500,000 0 6,223,700 0 3,723,700

-17,367,612 21,766,992 -4,138,018 -4,249,397 1,187 -3,986,848

-6,000,000 0 0 5,000,000 1,000,000 0

-23,367,612 21,766,992 -4,138,018 750,603 1,001,187 -3,986,848

148,567,429 390,748,622 13,988,851 20,747,381 7,930,098 581,982,381

125,199,817 412,515,614 9,850,833 21,497,984 8,931,285 577,995,533

0 0 0 0 0 0

0 0 0 30,000,000 0 30,000,000

0 0 0 30,000,000 0 30,000,000

125,199,817 412,515,614 9,850,833 51,497,984 8,931,285 607,995,533

          賞与給付金

          旅費交通費

          修繕費

          役員報酬

          給料手当

          会議費

          電算事務費

          通信運搬費

          物品消耗品費

          事務機賃借料

          光熱水道費

          印刷製本費

          事務機賃借料

          通信運搬費

          雑費

          租税公課

          評価損益等調整前当期経常増減額

        経常費用計

          当期経常増減額

          評価損益等計

          事務所賃借料

          車輌維持費

          渉外費

          雑費

          会費

        法人管理費

          退職慰労金

    (1) 経常外収益

  ２．経常外増減の部

        経常外収益計

        退職給付引当預金取崩額

          一般正味財産期末残高

          一般正味財産期首残高

          当期指定正味財産増減額

Ⅱ　指定正味財産増減の部

Ⅲ　正味財産期末残高

          指定正味財産期末残高

          指定正味財産期首残高

        退職慰労引当預金繰入額

    (2) 経常外費用

        システム維持管理預金繰入額

        退職給付引当預金繰入額

        経常外費用計

          他会計振替前当期一般正味財産増減額

          当期経常外増減額

          当期一般正味財産増減額

          他会計振替額

        退職慰労引当預金取崩額
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2024 年度会議開催の概要
［理 事 会］

回数 開催期日 主な議題

第 1 回
2024. 5. 9 

（決議の省略）

１号議案 2023 年度決算・監査に関する件

２号議案 2024 年度予算（案）に関する件

３号議案 公益目的支出計画実施報告書等提出書類確認の件

４号議案 「認可特定保険業業務報告書」提出書類確認の件

第 2 回 2024. 5.24 

１号議案 2024・2025 年度理事長・副理事長選出に係わる件

２号議案 評議員の辞任とその後任の選任に関する件

３号議案 退職慰労金支給に関する件

４号議案 2024 年度「事業推進研修会」実施の件

５号議案 所長人事に関する件

６号議案 次回理事会・評議員会開催について

第 3 回
2024. 7. 5 

（決議の省略）
１号議案 2024 年度事務局体制変更に係る件

第 4 回 2024. 9.25 

１号議案 役員（監事）の辞任とその後任の選任に関する件

２号議案 退職慰労金支給に関する件

３号議案 普通共済保険約款（風水雪害保険金）一部改訂の件

４号議案 2024 年度事務局体制（10 月以降）に関する件

５号議案 次回理事会・評議員会開催について

第 5 回
2025. 1.31 

（決議の省略）
１号議案 次回理事会・評議員会開催について

第 6 回 2025. 3.25 

１号議案 「嘱託制度規程」一部改訂の件

２号議案 諸規則（福利・厚生補助実施要領）一部改訂の件

３号議案 火災共済団体扱いに関する運用見直しの件

４号議案 「業務委託料支払いに関する内規」一部改訂の件

５号議案 2024 年度決算見通しに関する件

６号議案 役員（監事）の辞任とその後任の選任に関する件

７号議案 職員採用に関する件

８号議案 「事業推進会議」設置の件

９号議案 2025 年度事業計画概要の件

10 号議案 2025 年度職員・所長の給与等に関する件

11 号議案 2025 年度予算（案）に関する件

12 号議案 2025 年度事務局体制に関する件

13 号議案 次回理事会・評議員会開催について

［評議員会］

回数 開催期日 主な議題

第１回 2024. 5.24 

１号議案 任期満了に伴う次期役員選任に関する件

（含む第 1・2 回役員推薦委員会報告）

２号議案 評議員の辞任とその後任の選任に関する件

３号議案 2023 年度決算・監査に関する件

４号議案 公益目的支出計画実施報告書等提出書類確認の件

５号議案 「認可特定保険業業務報告書」提出書類確認の件

６号議案 2024 年度予算（案）に関する件

７号議案 退職慰労金支給に関する件

８号議案 2024 年度「事業推進研修会」実施の件

９号議案 所長人事に関する件

10 号議案 次回評議員会・理事会開催について
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第 2 回 2024. 9.25 

１号議案 役員（監事）の辞任とその後任の選任に関する件

２号議案 退職慰労金支給に関する件

３号議案 普通共済保険約款（風水雪害保険金）一部改訂の件

４号議案 2024 年度事務局体制（10 月以降）に関する件

５号議案 次回評議員会・理事会開催について

第 3 回
2025. 1.31 

（決議の省略）
１号議案 次回評議員会・理事会開催について

第４回 2025. 3.25 

１号議案 「嘱託制度規程」一部改訂の件

２号議案 諸規則（福利・厚生補助実施要領）一部改訂の件

３号議案 火災共済団体扱いに関する運用見直しの件

４号議案 「業務委託料支払いに関する内規」一部改訂の件

５号議案 2024 年度決算見通しに関する件

６号議案 役員（監事）の辞任とその後任の選任に関する件

７号議案 職員採用に関する件

８号議案 「事業推進会議」設置の件

９号議案 2025 年度事業計画概要の件

10 号議案 2025 年度職員・所長の給与等に関する件

11 号議案 2025 年度予算（案）に関する件

12 号議案 2025 年度事務局体制に関する件

13 号議案 次回評議員会・理事会開催について

［所長会議］

回数 開催期日 主な議題

第 1 回 2024. 4.19

1. 2024 年度「第 1 回理事会」議案（決議の省略）について

2. 2024 年度「事業推進研修会」開催について

3. 次回所長会議開催日程について

第 2 回 2024. 5.24 

1. 2024 年度「第２回理事会」議案について

2. 2024 年度「事業推進研修会」開催について

3. 次回所長会議・所長連携会議開催日程について

第 3 回 2024. 6.21

1. 2024 年度「第 3 回理事会」議案（決議の省略）について

2. 加入キャンペーン（第 3 弾）実施（案）について

3. 次回所長会議開催日程について

第 4 回 2024. 7.19

1. 2024 年度「事業推進研修会」開催報告について

2. 「野口健 講演会」当日スケジュールについて

3. 2025 年度販売促進品の購入について

4. 普通共済保険約款（風水雪害保険金）一部改訂について

5. 次回所長会議開催日程について

第 5 回 2024. 8.22

1. 2024 年度「第 1 回事業推進会議」開催について

（火災共済団体扱いに関する運用見直しの件 含む）

2. 2024 年下期／販売促進品在庫管理について

3. 次回所長会議開催日程について

第 6 回 2024. 9.20

1. 2024 年度「第 4 回理事会」議案について

2. 第 1 回事業推進会議議案について

3. 次回所長会議開催日程について

第 7 回 2024.10.24 

1. 火災共済支払査定研修会参加後の意見要望取りまとめについて

（罹災調査について 他）

2. 2025 年度勤労者協会年間カレンダーについて

3. 次回所長会議・所長連携会議開催日程について

第 8 回 2024.11.15 
1. 2025 年新年挨拶回りについて

2. 次回所長会議開催日程について

第 9 回 2024.12.20
1. 年末年始の対応について

2. 次回所長会議・所長職員研修会開催日程について
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第 10 回 2025. 1.17 

1. 2024 年度「第 5 回理事会・第 3 回評議員会」議案について

2. 2025 年度活動計画（案）について

3. 次回所長会議開催日程について

第 11 回 2025. 2.21

1. 「嘱託制度規程」一部改訂について

2. 諸規則（福利・厚生補助実施要領）一部改訂について

3. 火災共済団体扱いに関する運用見直しについて

4. 「業務委託料支払いに関する内規」一部改訂について

5. 規則・規程集の再刷について

6. 2025 年度加入促進活動計画について

7. 次回所長会議開催日程について

第 12 回 2025. 3.19 

1. 2024 年度「第 6 回理事会・第 4 回評議員会」議案について

2. 2025 年度加入促進活動計画について

3. 次回所長会議開催日程について

2024 年度中に下記の役員および評議員が辞任・退任され、後任はそれぞれの機関で確認されました。

１．役員の交代

（１）辞任監事

橋本 晋治 （日本製鋼所労働組合広島支部／事務局長）

① 辞任理由 所属組織事情に伴う辞任

② 辞任期日 2024 年 7 月 31 日

③ 就任期間 2020 年 10 月   1 日～2024 年  7 月 31 日（3 年 10 か月）

（２）後任監事

山口 剛史 （日本製鋼所労働組合広島支部／事務局長）

① 就任期日 2024 年 10 月  1 日

（３）退任理事

谷口 英男 （三菱重工グループ労連広島地区本部／執行委員長）

① 退任理由 任期満了に伴う退任

② 退任期日 2024 年 5 月 24 日

③ 就任期間 2016 年 10 月   1 日～2024 年  5 月 24 日（7 年 8 か月）

（４）就任理事

前田 隆司 （内海造船労働組合／執行委員長） 因島地区選出

① 就任期日 2024 年 5 月 24 日

（５）辞任監事

八木澤 賢士 （三菱 UFJ 信託銀行広島支店／支店長）

① 辞任理由 所属組織事情による辞任

② 辞任期日 2025 年  3 月 31 日

③ 就任期間 2022 年  4 月 1 日～2025 年  3 月 31 日（3 年）

（６）後任監事

瀧口 修司 （三菱 UFJ 信託銀行広島支店／支店長）

① 就任期日 2025 年  4 月  1 日

２．評議員の交代

（１）辞任評議員

西本 大祐 （三菱重工グループ労連広島地区本部／副執行委員長兼書記長） 西部地区選出

① 辞任理由 所属組織事情に伴う辞任

② 辞任期日 2024 年  5 月 24 日

③ 就任期間 2020 年  5 月 1 日～2024 年 5 月 24 日（4 年 1 か月）

役員・評議員人事
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（２）後任評議員

谷口 英男 （三菱重工グループ労連広島地区本部／執行委員長）西部地区選出

① 就任期日 2024 年  5 月 24 日

（３）辞任評議員

前田 隆司 （内海造船労働組合／執行委員長） 因島地区選出

① 辞任理由 理事就任に伴う辞任

② 辞任期日 2024 年  5 月 24 日

③ 就任期間 2012 年  4 月 1 日～2024 年 5 月 24 日（12 年 2 か月）

１．事務局長の交代

（1）退職事務局長

中本 哲司

① 退職期日 2024 年  7 月 31 日

② 在籍期間 2014 年  4 月 1 日～2024 年 7 月 31 日（10 年 4 か月）

（2019 年  7 月  1 日～2024 年 7 月 31 日 事務局長）

（２）後任事務局長

臼井 裕子

① 就任期日 2024 年  8 月 1 日

② 在籍期間 1989 年  4 月 1 日～

（2016 年  4 月  1 日～2024 年 7 月 31 日 主査）

2．所長の退職・復職・就任

（１）退職所長

江藤 浩介（因島支所）

① 退職期日 2024 年  9 月 30 日

② 在籍期間 2019 年  5 月 1 日～2024 年 9 月 30 日（5 年 5 か月）

（２）復職所長

前原 伯史（西部支所）

① 復職期日 2024 年 10 月 1 日

② 在籍期間 2019 年  9 月 1 日～2024 年 9 月 30 日（5 年 1 か月）

（３）就任所長

＜西部支所＞

中岡 賢吾（呉支所より西部支所へ異動）

① 就任期日 2024 年 10 月 1 日

＜呉支所＞

松崎 博之（IHI 労働組合連合会呉支部）

① 就任期日 2024 年 10 月 1 日

３．新規採用職員（ご参考）

大野 沙織 2025 年  4 月  1 日 採用

勤労者協会は情報開示に積極的に取り組むこととしており、事業年度終了時には、各事業の推進結果と

財務諸表などを詳細に掲載した「事業報告書」を発行して関係者に配布するとともに、当協会の事務所所

定の閲覧場所に常設し閲覧できるようにしています。

また、この事業報告書に基づいた事業推進状況や財務状況については、当協会のホームページ

（https://kinnrou.jp 勤労者協会 ）においても内容を開示しています。

情報開示について

検索

職員・所長人事

https://kinnrou.jp 勤労者協会
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2025 年度事業計画 
 

「実施事業（奨学金貸与事業・講演会事業・調査研究事業）」については、「公益目的支出計画」に沿った

内容で実施し、「その他事業（火災共済・総合共済・研修会・福利厚生）」については、相互救済事業（火災

共済・総合共済）の維持・発展に向けた実施内容とします。 

 

１．実施事業（公益事業） 

事業名 実施期間 実施内容 

奨学金貸与事業 全期間 引き続き、貸与者からの返済金フォローに努めます。 

講演会事業 
10 月～ 

11 月 

開催地を広島地区とし、以下の通り講演会を開催します。 

1．場所：広島市内 

2．講師：未定 

3．規模：聴講者 300～400 名 

 

２．その他事業 

事業名 実施期間 実施内容 

相互救済事業 全期間 

勤労者の相互扶助を目的に共済事業を実施し、理事・評議員や加入団体

の協力も得ながら加入促進活動を強力に推進します。またこの事業は特

別会計を設けて運営し、資金の一部を他の公益事業にも充てます。 

1．火災共済事業を推進し、り災時の経済的負担の軽減を図ります。 

2．総合共済事業を実施し、共済事由発生時の相互扶助の一部とします。 

（研修会） 

全期間 
勤労者の福祉に関する課題や、各種の事業に対する相互理解を得るため、

研修会を開催します。 

6 月～7 月 
「事業推進研修会」については、開催場所・規模・内容などを検討し、

各地区で開催します。 

全期間 役員・職員・所長を対象に実務に直結した内容で研修会を開催します。 

（福利厚生） 全期間 

1．勤労者の組織する団体等が行う行事の開催、または参加に対して補

助を行います。 

2．基準に達している会員及びその家族が、保養所契約をしている施設

に保養目的で宿泊した場合、利用料金の一部を補助します。 

 

３．業務の改善・見直し 

  諸課題への対応を確実に実施するとともに、業務プロセスの効率化を含めた業務デジタル化の推進に取

り組みます。 

  また、公益法人法改正（2025 年 4 月施行／3 年間の経過措置あり）への対応については、内容を十分

把握し、実施スケジュールを策定したうえで的確に対応します。 

 

４．マツダスタジアム観戦募集 

加入促進活動の一環として、今年度も「マツダスタジアム年間 SS 指定席（6 席）」を購入し、共済加入

者（火災共済 50 口以上、総合共済 3 口）に対して観戦募集を行っています。 

応募資格があり、観戦を希望される方は、「ファックス・郵送」または「インターネット・スマートフォ

ン」からご応募ください。 

なお、詳しい内容は、協会ホームページを検索してみてください。 

 

ホームページ（勤労者協会）  

 

検索 勤労者協会
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2025 年度評議員名簿 
  2025 年 6 月 1 日現在 

地 区 氏 名 住    所 所   属 

西 部 

（大 竹） 
濱 本 和 之 広島市廿日市市桜尾 1 丁目 12 番 1 号 

サクラオブルワリーディスティラリーユニオン  

執行委員長  

西 部 

（広 島） 
谷 口 英 男  広島市西区観音新町４丁目 6 番 22 号 

三菱重工グループ労連広島地区本部  

執行委員長  

西 部 

（安 佐） 
川 辺 久 紀 広島市安佐北区亀山９丁目１２番３０号  

広島交通労働組合 

執行委員長  

呉 

（呉） 
桃 林 達 也 呉市川尻町東２丁目１４－２1 

神田ドック労働組合 

執行委員長  

呉 

（呉） 
槇 本  聡 呉市西中央４丁目 6 番 3 号 

株式会社くれせん 

総務部執行役員部長 

呉 

（東広島） 
廣 本 和 大 広島市中区紙屋町 1 丁目 1 番 17 号 

株式会社ノサックス 

管理部主任 

三 原 

（三 原） 
古 賀 靖 浩 三原市糸崎南１丁目１番１号 

三菱重工交通・建設ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ労働組合 

三原支部執行委員長 

三 原 

（府 中） 
西 田 圭 司 府中市鵜飼町 800 番地の８ 

北川精機株式会社 

人事総務部長 

三 原 

（庄 原） 
小 塩 大 作 庄原市東城町東城 36 番地 

ヤマモトロックマシン労働組合 

副執行委員長 

東 部 

（尾 道） 
村 上  誠 尾道市向東町 14755 番地 

カナデビア労働組合 

副中央執行委員長 

東 部 

（福 山） 
片 岡 元 昭 福山市箕島町 6280-10 

シーケーエス・チューキ労働組合 

組合長 

東 部 

（因 島） 
神 野 孝 光 尾道市因島田熊町竹長新開 

因島生活協同組合 

理事長 

 
 

2025 年度役員名簿 
2025 年 6 月 1 日現在 

役 職 氏 名 住   所 所   属 

理事長 

（常勤） 
久 保  明 

広島市南区金屋町 1 番 17 号 

ワークピア広島５階 
本 部 

副理事長 

（常勤） 
津 川 信 次 

広島市南区金屋町 1 番 17 号 

ワークピア広島５階 
本 部 

理 事 金 口  巖 広島市中区基町 10 番 52 号 広 島 県 議 会 議 員 

理 事 阿 久 根 孝 呉市昭和町 2 番１号 
J M U 呉 労 働 組 合 

執行委員長 

理 事 岩 田 和 洋 三原市糸崎南１丁目１番１号 
三菱重工グループ労連三原地区本部  

副執行委員長兼書記長 

理 事 藪 本 敬 士 府中市元町 83 番地１号 
北 川 鉄 工 所 労 働 組 合 

中央執行委員長 

理 事 乗 越 勝 浩 尾道市長者原 2 丁目 165-34 
尾道プレス工業株式会社 

常務取締役 
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理 事 前 田 隆 司 尾道市瀬戸田町沢 226－6 
内 海 造 船 労 働 組 合 

執行委員長 

監 事 小 平 祥 彦 
広島市中区東白島 14 番 15 号 

ＮＴＴクレド白島ﾋﾞﾙ７階 

広島総合法律会計事務所 

税理士 

監 事 瀧 口 修 司 広島市中区八丁堀 15 番 8 号 
三菱 UFJ 信託銀行広島支店 

支店長 

監 事 山 口 剛 史 広島市安芸区船越南１丁目６番１号 
日本製鋼所労働組合広島支部 

事務局長 

 
 

2025 年度事務局体制 
2025 年 6 月 1 日現在 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

所 属 役 職 氏 名 

本 部 

事 務 局 長 臼 井  裕 子 

主 任 平 原  久 美 子 

職 員 

臼 井  結 美 

市 川  香 絵 

大 野  沙 織 

西 部 支 所 

（大竹・廿日市・広島） 

所 長 

中 岡  賢 吾 

呉 支 所 

（呉・東広島・竹原） 
松 崎  博 之 

三 原 支 所 

（三原・府中・庄原・三次） 
高 橋  治 男 

東 部 支 所 

（尾道・福山、含む因島） 
高 橋  真 樹 

 
2024 年度事業報告書 

2025 年 6 月１日発行  

 

一般財団法人広島県勤労者福祉推進協会 

 

〒732-0825 

広島県広島市南区金屋町 1 番 17 号 

℡ （082）261-4208 

Fax（082）263-7586 

E-mail:kinnrou@cello.ocn.ne.jp 

ホームページ https://kinnrou.jp  勤労者協会 検索 勤労者協会
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勤労者協会のマスコットキャラクター
「すこやかくん」に家族が増えました。

一般財団法人　広島県勤労者福祉推進協会
●本　　部 〒732-0825 広島市南区金屋町1番17号 ワークピア広島5階 ☎（082）261-4208 FAX（082）263-7586
●西部支所 〒732-0825 広島市南区金屋町1番17号 ワークピア広島5階 ☎（082）263-8005 FAX（082）263-7586
●呉 支 所 〒737-0045 呉市本通1丁目2番15号 四方ビル内 ☎（0823）23-0902 FAX（0823）25-7520
●三原支所 〒723-0015 三原市円一町2丁目1番1号 三原リージョンプラザ内 ☎（0848）63-5863 FAX（0848）62-0114
●東部支所 〒722-0045 尾道市久保1丁目10番3号 尾道市労働センター内 ☎（0848）37-3435 FAX（0848）37-3257

　お問い合わせ・お申し込みは　

E-meil：kinnrou@cello.ocn.ne.jp ホームページ：https://kinnrou.jp 勤労者協会


